
募
集
数
は
100
区
画(

１
区
画
４
㎡)

。

永
代
使
用
料
な
ど
、
詳
し
く
は
生
活
総

務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
▼

次
の
項
目
を
す
べ
て
満
た
す
か
た

・
市
内
に
住
所
ま
た
は
本
籍
が
あ
る

・
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
独
立
し
た
生

計
を
営
む
保
証
人
を
届
け
出
で
き
る

・
遺
骨
が
あ
り
な
が
ら
墓
地
が
な
く
寺

院
や
自
宅
に
保
管
し
て
い
る
、
ま
た

は
改
葬(

現
在
の
墓
地
か
ら
遺
骨
を

す
べ
て
移
す
こ
と)

を
希
望
す
る

受
付
期
間
▼

12
月
25
日
(金)
ま
で
の
平
日

受
付
窓
口
▼

生
活
総
務
課(

市
役
所
分
館

３
階)

☎(

８
６
６)

２
０
７
４

平
和
公
園
は
、
お
盆
の

８
月
13
日
(木)
午
前
中
、
お

墓
参
り
で
特
に
混
雑
し
ま

す
。
で
き
る
だ
け
、
混
雑

す
る
日
時
を
避
け
て
い
た
だ
く
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

使
用
後
の
カ
セ
ッ
ト
式
ガ
ス
ボ
ン
ベ

や
ス
プ
レ
ー
缶
を
捨
て
る
際
は
、
次
の

こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

誤
っ
た
処
理
や
出
し
方
は
、
家
庭
や

収
集
車
で
の
火
災
事
故
に
つ
な
が
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
完
全
に
使
い
切
っ
た
後
、
屋
外
な
ど

火
の
気
の
な
い
風
通
し
の
良
い
所
で

穴
を
開
け
て
く
だ
さ
い

■
資
源
化
物(

空
き
び
ん
、
ガ
ス･

ス
プ

レ
ー
缶)

の
収
集
日
に
、
袋
に
入
れ

ず
そ
の
ま
ま
緑
色
の
回
収
箱
へ
入
れ

て
く
だ
さ
い

■
穴
を
開
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、｢

穴

を
あ
け
て
い
ま
せ
ん｣

と
表
示
し
て

収
集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

環
境
都
市
推
進
課

☎(

８
６
６)

２
９
４
３

廃
棄
物
を
焼
却
す
る
こ
と
は
、
法
律

で
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
違
反
し

た
場
合
は
５
年
以
下
の
懲
役
、
も
し
く

は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ご
み
を
処
分
す
る
場
合
は
、
一
般
家

庭
は
ご
み
集
積
所
へ
出
し
、
事
業
所
は

許
可
業
者
へ
委
託
す
る
な
ど
し
て
、
野

外
焼
却
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ

廃
棄
物
対
策
課

☎(

８
６
６)

２
０
７
６

地
方
独
立
行
政
法
人

市
立
秋
田
総

合
病
院(

市
立
病
院)

で
は
、
平
成
28
年

採
用
の
職
員
を
募
集
し
ま
す
。
詳
し
く

は
受
験
案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
事
務
職(

職
務
経
験
者)

受
験
資
格
▼

昭
和
31
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
、
医
療
機
関
や
民
間
企
業
な

ど
に
お
け
る
職
務
経
験
が
直
近
10
年
間

で
５
年
以
上(

来
年
３
月
31
日
ま
で
に

規
定
の
年
数
に
達
す
る
見
込
み
を
含

む)

の
か
た

＊
人
事
給
与
、
経
理
、
法
務
な
ど
の
職

務
経
験(

特
に
病
院
で
の
職
務
経
験)

が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

募
集
人
数
▼

５
人
程
度

勤
務
時
期
▼

平
成
28
年
４
月
以
降

試
験
内
容
▼

１
次
は
書
類
審
査
。
２
次

は
適
性
検
査
、
小
論
文
、
面
接
を
10
月

18
日
(日)
に
市
立
病
院
で
実
施

申
込
期
間
▼

８
月
10
日
(月)
〜
８
月
28
日

(金)(

必
着)

②
臨
床
工
学
技
士

受
験
資
格
▼

昭
和
31
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
、
臨
床
工
学
技
士
の
資
格
が
あ

る
か
た(

今
年
度
取
得
見
込
み
を
含
む)

募
集
人
数
▼

２
人

勤
務
時
期
▼

平
成
28
年
１
月
以
降(

取
得

見
込
み
の
か
た
は
28
年
４
月
以
降)

試
験
内
容
▼

筆
記(

一
般
教
養･

小
論
文)

と
面
接
を
11
月
８
日
(日)
に
市
立
病
院
で

実
施

申
込
期
間
▼

８
月
24
日
(月)
〜
10
月
23
日

(金)(
必
着)

申
し
込
み(
①
②
共
通)

▼

市
立
病
院
総

務
課
、
市
役
所
１
階
総
合
案
内
、
北
部･

西
部･

南
部･

河
辺･
雄
和
の
各
市
民

Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

、
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

、
東
京
事

務
所(

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁

目
４
番
１
号)

に
あ
る
受
験
案
内
書(

病

院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可)

に

従
っ
て
、
各
申
込
期
間
に
市
立
病
院
総

務
課
へ
。
☎(

８
２
３)

４
１
７
１

｢

御
所
野
堤
台
地
区
計
画｣

の
都
市
計

画
変
更
案
を
お
見
せ
し
ま
す
。
ま
た
、

変
更
案
に
対
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧･

意
見
書
提
出
期
間
▼

８
月
10
日
(月)

か
ら
24
日
(月)
ま
で
の
平
日
、
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分
　

縦
覧
場
所
▼

都
市
計
画
課(

市
役
所
４

階)●
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
☎(

８
６
６)

２
１
５
２

８
月
19
日
(水)
に
点
検
作
業
の
た
め
、

次
の
場
所
に
あ
る
自
動
交
付
機(

住
民

票
の
写
し
な
ど
を
発
行)

を
停
止
し
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

場
所(

時
間)

秋
田
テ
ル
サ(

午
前
９
時
〜
11
時)

、

南
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

(

午
後
１
時
〜
３
時)

●
問
い
合
わ
せ

市
民
課
☎(

８
６
６)

２
０
１
８

市役所からの
お知らせ＊市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、秋田市

ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/

２

●文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

市し

立り
つ

病び
ょ
う

院い
ん

の
職し

ょ
く

員い
ん

を

募ぼ

集し
ゅ
う

し
ま
す

北ほ
く

部
墓
地

ぶ

ぼ

ち(

飯
島

い
い
じ
ま)

の
使し

用
者

よ
う
し
ゃ

を
募ぼ

集し
ゅ
う

し
て
い
ま
す

自じ

動
交

ど
う
こ
う

付
機

ふ

き

を

一い
ち

時じ

停て
い

止し

し
ま
す

ご
み
の
野や

外が
い

焼し
ょ
う

却き
ゃ
く

は

禁き
ん

止し

で
す
！

御ご

所し
ょ

野の

堤つ
つ
み

台だ
い

の
都
市

と

し

計
画

け
い
か
く

変
更
案

へ
ん
こ
う
あ
ん

を
お
見み

せ
し
ま
す

ガ
ス･

ス
プ
レ
ー
缶か

ん

を

正た
だ

し
く
捨す

て
ま
し
ょ
う

！

８



８
月
が
納
期
の
市
税
は
、
市
県
民
税

(
普
通
徴
収)

第
２
期
と
国
民
健
康
保
険

税
第
２
期
で
す
。
納
期
限
は
８
月
31
日

(月)
。
納
期
内
に
納
め
て
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

市
税
の
納
付
は
、
簡
単
で
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振

替
の
場
合
、
納
期
の
最
終
日
が
口
座
引

き
落
と
し
日
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

納
税
課
☎(

８
６
６)

２
０
５
９

国
保
年
金
課
☎(

８
６
６)

２
１
８
９

市
の
創
業
支
援
事
業
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
、
商
工
労
働
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎(

８
６
６)

２
４
２
９

｢

チ
ャ
レ
ン
ジ
オ
フ
ィ
ス
あ
き
た｣

創
業

支
援
室(

土
崎)

の
入
居
者
を
募
集

創
業
支
援
室
は
、
完
全
個
室
型
の
貸

し
ス
ペ
ー
ス(

14
㎡
〜
122
㎡)

で
、
使
用

料
金
は
月
額
１
万
〜
５
万
円
程
度
で

す
。
創
業
に
必
要
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ

な
ど
を
提
供
し
ま
す
。

対
象(

次
の
い
ず
れ
か)

▼

①
１
年
以
内

に
創
業
す
る
具
体
的
な
計
画
が
あ
る
か

た
　
②
創
業
後
５
年
未
満
の
か
た

③
１
年
以
内
に
新
分
野･

新
事
業
進
出

の
具
体
的
な
計
画
が
あ
る
か
た

入
居
期
間
▼

最
長
５
年(

１
年
ご
と
に
更

新
が
必
要)

審
査
方
法
▼

専
門
家
に
よ
る
入
居
審
査

委
員
会
が
書
類･

面
接
審
査
を
実
施

創
業
支
援
補
助
金
制
度

①
創
業
支
援
補
助
金

市
内
で
新
た
に
法
人
を
設
立
し
て
起

業
し
よ
う
と
す
る
か
た
に
対
し
て
、
事

業
拠
点
費
や
設
備
費
、
機
械
器
具
費
な

ど
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
補
助
対
象

経
費
の
２
分
の
１
以
内
で
、
限
度
額
は

50
万
円(

起
業
者
が
女
性
の
場
合
、
補

助
対
象
経
費
の
４
分
の
３
以
内
で
、
限

度
額
75
万
円)

。

②
Ａ
タ
ー
ン
創
業
支
援
補
助
金

県
外
か
ら
秋
田
市
に
転
入
し
て
、
法

人
ま
た
は
個
人
で
起
業
し
よ
う
と
す
る

か
た
に
対
し
て
、
事
業
拠
点
費
や
生
活

拠
点
費
、
転
居
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。
限
度
額
は
300
万
円
。

８月16日(日)は精霊流しです。当日、下

記の指定場所にむしろを敷いておきますの

で、お盆のお供え物は、午前９時までに透明な袋

に入れて出してください。決められた場所以外に

は絶対に置かないようお願いします。

問い合わせ　環境都市推進課☎(863)6631

お盆の供え物は指定場所へ

起き

業ぎ
ょ
う･

創そ
う

業ぎ
ょ
う

を

支し

援え
ん

し
ま
す
！

田市 人口秋 の 平成27年７月１日現在

●人口u317,052人(-119)
・男u149,060人(-97)
・女u167,992人(-22)
＊１年前の人口u319,041人

●世帯u135,602世帯(-8)

…６月分 出生u196人
死亡u268人
転入u503人　
転出u550人　　
( )内は前月比

市し

税ぜ
い

の
納の

う

期き

内
納

な
い
の
う

付ふ

に

ご
協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

を
お
願ね

が

い
し
ま
す

広報あきた　平成27年８月７日号９


